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第４２回通常総会を５月２２日に開催します 
 

今回は「経理事務細則の一部変更等に関する件」及び「一部細則の軽微変更に関する件」
をお知らせします。 
 
通常総会は、新型コロナウイルス感染症禍ですが、参集の必要があり中止ができないため、

第４１回と同様に「少人数参集・ 短時間開催」とします。組合員の皆様には、議決権行使

書又は委任状提出による意思表示をお願いします。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 
 
◼日時：５月２２日（日）１０：００～  

◼場所：管理組合第三集会所 
 

経理事務細則の一部変更等に関する件(第４号議案) 
 

理事会では、「武蔵野銀行狭山西支店移転に伴い、事務処理の簡素化を図るため、手続き

に関する変更案を作成し、令和３年８月２２日に法務・企画委員会へ経理事務細則の変更

案の作成を依頼しました。同委員会では会計区分の統廃合、銀行保管手続きの変更、ネッ

トバンキングの使用を中心に検討を行ない、合わせて全体的に見直した検討結果を「経理

事務細則の一部変更に関する答申書」として、令和３年９月１９日に理事会に提出されま

した。これを受け、理事会で検討した結果、次のとおり経理事務細則の一部変更を提案し

ます。  
１ 一部変更内容 

（１） 会計区分の統廃合（第３条） 

（２） 「契約責任者」を廃止し規約に基づく理事長の職務を規定（第４条・５条） 

（３） インターネットバンキングの利用を規定（第１２条） 

（４） 金融機関関連の保管方法等を変更（第１３条） 

（５） 用語の適正化（第１２条・１３条・１４条） 

（６） 管理規約との整合性を図るための変更（第１６条・１７条・１８条） 

（７） 督促方法を補足（第１７条） 

（８） 総会承認と実施時期が異なる規定への対応（附則） 

２ 経理事務細則の一部変更条文の詳細は、添付の「別紙２ 経理事務細則の一部変更（現

行条文・変更案条文）対比表」を参照してください。 
 

一部細則の軽微変更に関する件(第５号議案) 
  

団地４０周年記念事業の一環として、２０２２年改訂版「つつじ野団地管理規約・細則

集」の全戸配付を行います。つきまして、法務・企画委員会に管理規約・細則集の全面差

替版原稿案の作成を依頼しました。同委員会ではつつじ野団地管理規約の変更も考慮し、

各細則の全面見直しを行なった結果、変更が必要な細則が複数存在したため、同委員会よ

り当該細則の一部変更案の提言がありました。 

これを受けて、理事会で検討した結果、次のとおり一部細則の変更を提案します。 

１ 対象細則と変更内容 

（１）つつじ野団地使用細則 

・第２条（定義）第五号で「つつじ野団地管理規約」の別表第１の名称が誤りなので修

正する。 

・第４条（対象物件内での共通の禁止行為）第六号で趣旨を明確にするために追記した

方が良い箇所があり変更する。 

（２）専用庭使用細則 

・第６条（原状回復義務等）第２項で対象条文の条番号に誤りがあるので修正する。 

（３）専有部分の修繕等に関する細則 

・第２条（定義）に第四号として「専有部分」の定義を追加し、以下を繰り下げる。 

（４）集会所等使用細則 

・自主防災会の規定追加の他、引用条項名・書式名称、規定文等を変更する。 

（合わせて条建てを変更、詳細は「別紙３ 変更条文案等対比表」に記載） 

（５）テニスコート使用細則 

・規定内容に問題はないが、引用条項名・書式名称、規定文等を変更する。 

（第５条、第８～１３条を変更、詳細は「別紙３ 変更条文案等対比表」に記載） 

（６）自転車及びバイク置場使用細則 

・第２条（定義）第十一号「自転車置場」・第十二号「バイク置場」の定義文の前に、 

「規約別表第１の３に定める自転車及びバイク置場のうち、・・」の文言を追加する。 

（７）開口部改良工事に関する細則 

・第２条（定義）第八号「使用細則等」の規約引用部分を「第３条（規約及び団地総会

決議の遵守義務）第１項に・・」から「第１８条（使用細則）及び第７４条（細則）

に・・」に変更する。 
 
２ 各細則の変更条文の詳細は、添付の「別紙３ 条文等の一部を変更する細則（変更条

文案等）対比表」を参照してください。 
 

次回は、「第３回大規模修繕工事に係わる改修工事設計等業務委託契約の締結に関する件

（第６号議案予定）」及び「団地内側溝清掃作業の実施に関する件（第７号議案予定）」に

ついてお知らせする予定です。 
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令和４年度役員候補者を紹介します 
 

令和４年度役員候補者は以下のとおりです。新任理事候補者５名、新任監事候補者１名

です。 

役職 氏  名 街区・号棟・号室 区分 備  考 

理事 

いなくぼ けんじ 

稲窪 健次 １－ ６－２０５ 再任 役員留任者 

まの   しゅういち 

真野 修一 １－ ７－２０１ 再任 役員留任者 

ぬまた  ふじお 

沼田 不盡男 １－１１－１０２ 新任 次期地区委員候補者より選出 

こしど  ひでお 

越戸 英男 １－１７－５０６ 再任 役員留任者 

いのうえ みよこ 

井上 美代子 １－２５－３０８ 新任 次期地区委員候補者より選出 

さとう  ひさし 

佐藤  寿 ２－１４－２０７ 再任 役員留任者 

おぎわら きよし 

荻原 清志 ２－１５－２０４ 再任 役員留任者 

きむら  のぼる 

木村  陞 ２－１５－４０２ 新任 次期地区委員候補者より選出 

ぬまた  ひでみ 

沼田 英美 ３－１３－５０１ 新任 次期地区委員候補者より選出 

みつき  ひでゆき 

三ツ木 英之 ３－１４－５０１ 再任 役員留任者 

いしがみ しんじ 

石神 眞司 ４－１６－２０１ 再任 役員留任者 

ふるかわ ひろあき 

古川 弘明 ４－１６－２０５ 新任 立候補者 

ながもり せつこ 

永森 節子 ４－１６－４０５ 再任 役員留任者 

ほんま  まさお 

本間 昌夫 ４－１７－１０８ 再任 役員留任者 

さかもと じょうじゅ 

坂本 條樹 ４－３３－１０２ 再任 役員留任者 

監事 

ささもり ゆきお 

笹森 幸男 １－ ６－１０５ 再任 役員留任者 

おの   とくこ 

小野 トク子 １－２２－２０１ 新任 役員留任者 
  
総会は管理組合の最高意思決定機関です 
 
設立総会が昭和５６年(１９８１年)３月１９日狭山市民会館大ホールにて行われました。  

管理組合は『つつじ野団地の所有者１００４戸』により構成されています。総会は、団地

の区分所有者が集い収支予算や今後の団地運営など、重要な事項の意思決定を下す毎年 1

回の、重要な機会です。 
 
今年も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため組合員の皆様自身の安全と家族の安

全のために、組合員の皆様には、議決権行使書又は委任状提出による意思表示をお願い

します。 

 
 

理事会の議題 
 
●第２２回理事会（４／２）：令和４年度上半期事業スケジュール／総会告知文等／一部細

則の軽微変更について 他 

●第２回次期理事候補者会議・第２３回理事会合同開催（４／９）：第４２回通常総会議案

書の最終確認／次期理事候補者の担当分担 他 
  

理事会の予定議題 
 
●第２４回理事会（４／１６）： 令和３年度監事監査資料／通常総会委任状等集計作業に

ついて／第１回環境整備の日作業実施方法について 他 
 

月 日付 会議・行事 日付 
ゴミの収集 

(火、金はもやすゴミ) 

４月 

１６日(土) 
第 ２回次期地区委員会 １１日(月) 古紙・古布 

第２４回理事会 １３日(水) ペットボトル 

１７日(日) 

第１２回法務・企画委員会 １４日(木) プラスチック 

令和３年度監事監査 １８日(月) びん・缶・乾電池 

第１７回長期修繕委員会 ２１日(木) プラスチック 

２４日(日) 第１２回緑の委員会  ２５日(木) 古紙・古布 
  
４月の古紙回収は、第３週木曜日 正午までに、指定の場所に出してください 

 今月の回収日は４月２１日(木)です。 （新聞・雑誌のみ） 

 ５階建・８階建にお住まいの方は、１階の階段の下 

  ２階建・３階建にお住まいの方は、門の外へお出しください。 
 
 

“ささえ愛つつじ野”からのお知らせ   お問合せ・お申込  090-4360-1233    

☆生活支援活動、サロン活動は開始しています。 

☆絵手紙教室 ：４月１２日、１６日、５月１０日（火曜日） １０時から  

☆手芸カフェ ：毎週（金曜日）１３時３０分から   
 

 

当団地では、専有部分を民泊、シェアハウス、ウィークリーマンション等

の用途に供することは規約で禁止されています。 

         規約を遵守し皆で住み良い団地を目指しましょう。 
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